
山県市住宅等取得祝金

① 申請要件チェック　　申請前に、要件を満たしているか確認してください。

住宅 工場等

1 □ □

2 □ □

3 □ □

4
多世代の場合

□

5 □ □

6 □

7 □

8 □ □

9 □ □

② 必要書類チェック　　申請前に、不足がないか確認してください。不明な点などありましたら、事前にご連絡ください。

住宅 工場等

1 □ □

2 □ □

3 □

4
多世代の場合

□

5
多世代の場合

□

6 □

7 □ □

8 □ □

9 □ □

10
増築の場合

□
増築の場合

□

11 □ □

12 □ □

13 □ □

14 □

15
転入の場合

□

定住に関する誓約書（様式第2号）

移住者実態把握調査アンケート

申請要件・必要書類チェックシート

法人の登記事項証明書

建物登記簿の全部事項証明書　（建物登記がなされていない場合は、課税台帳兼名寄帳）

山県市税を滞納していない。

申請者および同居又は近居する人すべてが、3年以上居住する意思がある。

申請者および同居又は近居する世帯すべてが、自治会に加入する意思がある。

申請者および同居又は近居する人すべてが、山県市暴力団排除条例（平成24年山県市条例
第4号）に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していない。

山県市空家利活用促進補助金、地域経済牽引事業の促進に係る山県市固定資産税の特
例、山県市過疎地域の固定資産税の課税免除、山県市企業立地促進制度のいずれかの適
用を受けていない。

課税床面積が50㎡以上である。
　（増築の場合は、現に居住等している建物の課税面積が50㎡以上増加している）

住宅等を取得または増築した年度終了後から1年以内の申請である。

【市内居住者、市内既設事業者】　　住宅等の施工業者が市内建設業者である。
【転入居住者】　　市外から転入した人が住宅の名義人である。
【新設事業者】　　市内に新たに本店または主たる事務所を設置して操業を開始する。

多世代（直系の血縁関係にある3世代以上）で、
　同居または近居（市内にあるそれぞれの住宅が直線距離2㎞以内）である。

申請者氏名【　　　　　　　　　　　　　　　　　】

支給対象住宅等の平面図

支給対象住宅等の位置図　（近居の場合は、その該当住宅の分も含める）

該当する列に☑してください

  申請要件
該当する列に☑してください

  必要書類

申請要件・必要書類チェックシート

住宅等取得祝金支給申請書（様式第1号）

世帯全員の住民票
　・本籍地、続柄の省略のないもの
　・転入居住者の場合は、転入前の住所が記載されているもの

多世代の同居または近居が確認できる世帯全員の住民票
　・本籍地、続柄の省略のないもの

同居または近居する多世代の、直系の血縁関係が確認できる戸籍謄本等
（４で確認できる場合は省略可能）

工事請負契約書等または売買契約書の写し

住宅等の全景写真　（2方向から撮影したもの各1枚）

増築前後が分かる写真　（2方向から撮影したもの各1枚）

申請者の山県市税納税証明書（山県市住宅等取得祝金事業用）（様式第2号）
　・税務課での証明（有料）がなされているもの


